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相談支援事業所サンクスシェアの相談支援業務

R6.6.27

～ 「加算」と「計画案作成」の取り組み ～

福岡市障がい者等地域生活支援協議会
中 央 区 部 会

右のQRコードから上記のページの表示をお願いします。



2016(平成28)年 ４月 合同会社サンクスシェア創立

2016(平成28)年 ５月 指定特定相談支援事業所（障がい者）

2017(平成29)年 ３月 指定特定相談支援事業所（障がい児）

2018(平成30)年 ５月 相談支援専門員②

2019(平成31)年 ４月 相談支援専門員③

2019(令和  1)年 １０月 ②③常勤職員

2019(令和  1)年 １１月 特定事業所加算Ⅲ指定

2020(令和  2)年 ６月 相談支援専門員（常勤）④

2020(令和  2)年 １０月 一般相談福岡市指定

2020(令和  2)年 １１月 特定事業所加算Ⅱ指定

2021(令和  3)年 １月 理学療法士（非常勤）

2021(令和  3)年 ４月 自立生活援助事業指定

2021(令和  3)年 ４月 相談支援専門員⑤

2021(令和  3)年 ７月 相談支援専門員⑥⑦

2021(令和  3)年 ７月 機能強化Ⅰ

2021(令和  3)年 １１月 相談支援専門員⑧

2022(令和  4)年 １月 事務員

2023(令和  5)年 ３月 相談支援専門員②退職

2023(令和  5)年 ４月 相談支援専門員⑨

2023(令和  5)年 １１月 街の相談室ほろんと共働体制開始

相談支援事業所サンクスシェアの足跡



相談支援事業所
サンクスシェアの足跡



『機能強化Ⅰの加算』



機能強化Ⅰの算定要件



機能強化Ⅰの算定要件

番号② 伝達等を目的とした定期的な会議

・毎週月曜日の朝礼
・輪番制の記録者



機能強化Ⅰの算定要件

番号③ ２４時間の体制



機能強化Ⅰの算定要件

番号④ 現任研修修了者による同行研修

・現任研修修了者との同行
・その他の相談員との同行
・業務記録の一環として振り返りの入力



機能強化Ⅰの算定要件

番号⑤ 基幹相談困難事例

・新規問い合わせの記録入力
・新規受諾者の記録入力

番号⑥ 基幹相談の
事例検討会等への参加

・案内を回覧しできる限り参加

番号⑦ 相談員一人当たり
40件未満

・実績を一覧表管理し集計



その他 共働体制の算定要件 事例検討会議



『各種加算』



加算の全体像 算定構造より

← 障がい者

障がい児 →



主な加算（訪問/会議/同行/情報提供別 一覧）

目的・内容 時期 対象 条件 加算・単位 限度 併給の可否

訪問 利用状況 毎月 本人（事業所） サービス提供時モニタリング加算100 月１

サービス利用 以外 本人 月２（OL１可） 集中支援加算①300 ①②③④⑤各月１

者引継（介護保険・企業） 以外 本人 月２（OL１可） 居宅介護事業所等連携加算①300 ①②③各月１ 初回加算と併給不可

児引継（保学・企業） 以外 本人 月２（OL１可） 保育・教育等移行支援加算①300 ①②③各月１ 初回加算と併給不可

入院時 毎月 病院 訪問＋情報（文書） 入院時情報連携加算Ⅰ300 ⅠⅡ合計月１

退院退所時 利用時 病院・施設 訪問＋情報（文書）＋計画作成 退院・退所加算300 ３回 初回加算と併給不可

会議 連携 利用・継続月 本人・福祉以外 開催/参加＋利用・継続 医療・保育・教育機関等連携加算①200/300 ①②③各月１

サービス利用 継続月 計画担当 開催＋継続 サービス担当者会議100 医療・保育・教育機関等連携加算（面談）と併給不可

サービス利用 以外 本人・福祉等 開催/参加 集中支援加算②③300 ①②③④⑤各月１

者引継（介護保険・企業） 以外 本人・引継ぎ先 開催/参加 居宅介護事業所等連携加算②300 ①②③各月１ 初回加算と併給不可

児引継（保学・企業） 以外 本人・引継ぎ先 開催/参加 保育・教育等移行支援加算②300 ①②③各月１ 初回加算と併給不可

同行 連携 毎月 本人・福祉以外 訪問＋情報提供 医療・保育・教育機関等連携加算②300 月３（同病院１）

連携 以外 本人・福祉等 訪問＋情報提供 集中支援加算④300 月３（同病院１）

情報提供 入院時 毎月 病院 情報（文書） 入院時情報連携加算Ⅱ150 ⅠⅡ合計月１

者引継（介護保険・企業） 毎月 引継ぎ先 情報（文書） 居宅介護事業所等連携加算③150 ①②③各月１ 初回加算と併給不可

児引継（保学・企業） 毎月 引継ぎ先 情報（文書） 保育・教育等移行支援加算③150 ①②③各月１ 初回加算と併給不可

利用・継続月 福祉以外 情報（文書）＋利用・継続 医療・保育・教育機関等連携加算③150 ①②③各月１

連携 以外 福祉等 情報（文書） 集中支援加算⑤150 ①②③④⑤各月１

その他 初回加算 退院・退所と医保教は併給不可



令和３年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するＱ＆Ａ

主な加算（加算対象機関 例）



主な加算（サンクスシェアの取得状況）

相談支援事業所サンクスシェア　加算取得状況（登録者　R6.5月 ６５８名）

R6.1月 R6.2月 R6.3月 R6.4月 R6.5月

初回加算 300/500 5 5 3 6 4

主任相談支援専門員配置加算 Ⅰ 300

Ⅱ 100

入院時情報連携加算 Ⅰ 300

Ⅱ 150

退院・退所加算 300

保育・教育等移行支援加算 ①訪問 300

②会議参加 300

③情報提供 150

居宅介護支援事業所等連携加算 ①訪問 300

②会議参加 300 3

③情報提供 150

医療・保育・教育機関等連携加算 ①面談（利用時） 200

①面談（継続時） 300

②通院同行 300 4

③情報提供 150 1

集中支援加算 ①訪問 300 1

②会議開催 300 6 5 4 2

③会議参加 300 4 5 4 3 7

④通院同行 300

⑤情報提供 150

サービス担当者会議実施加算 100 10 2 6 7 3

サービス提供時モニタリング加算 100 34 29 41 44 31

合計単位 8,000 7,900 8,300 10,800 18,550

335



（具体例）
 ・心身の状況や生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後引き続き一定の支援が必要である者
 ・利用する指定障害福祉サービス事業所の頻繁な変更やそのおそれのある者
 ・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
 ・障害福祉サービス事業者等と医療機関等との連携が必要な者
 ・複数の障害福祉サービス事業所等を利用している者
 ・家族や地域住民等との関係が不安定な者
 ・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある児
 ・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある児
 ・進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある児や、複数の事業所を利用する等により

発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な児
 ・重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者
 ・障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が

明確化する前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を行う必要がある者

その他（適切なモニタリング期間の設定 ・ 当初３カ月毎月）

・単身者（単身生活を開始した者、開始しようとする者） / ・複合的な課題を抱えた世帯に属
する者 / ・医療観察法対象者 /  ・犯罪をした者等（矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予と
なった者等） /  ・医療的ケア児 / ・強度行動障害児者 /  ・ 被虐待者又は、その恐れのある者
（養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソ
ンの不在や体調不良、死亡等の変化等）



『計画案作成への取り組み』



サービス等利用計画作成の手順書作成



〇本人、家族と確認した課題を中心に書くようにしている。
〇利用者に関する必要な情報の提供を受けることや共有することを文章に盛り込むようにしている。
〇アセスメントで本人から聞いた内容を要約し、なるべく総合的な援助の方針に記載するようにして

いる。そうすることで①本人自身が振り返りを出来るようになる。②計画相談が話しを聞いている
ことを理解してもらえ関係性構築の一助となる。上記2点は意識して計画案の作成を行っている。

〇障がい名や障害特性から生活や就労等の中でどのような困り感や不安があったのか、あるのか。そ
の困り感や不安を軽減するためにどの福祉サービスを利用し、どのような支援が重要になるのか。
その方の目標や希望する生活などを作成時には入れたいと意識をしている。

〇関わっているサービス等を利用して目指している支援の方向性がイメージできるか。またそれがご
本人の希望に沿った内容になっているか。

〇目標については、総合的な援助の方針から、各サービスの支援内容に落とされているか
〇本人がやりたいと思える（達成可能な）ステップになっているか
〇対象の利用者の方、ご家族、支援者誰もが理解できる内容、表記になっているか（特に軽度知的障

害、LDの方など）
〇本人の視点に立った目標になっているか（支援者のしたい支援になっていないか）
〇本人のことをイメージして必要な支援を考えている。
〇生活に対する意向と援助の方針、課題が連動するように作るよう意識している。本人の思いなどが

分かりやすく表現出来るように考えている（出来てない事も多いですが）課題だけでなく本人の強
みを入れる。

サービス等利用計画作成時に意識していること（サンクスシェア相談員）

計画案は、人の人生を方向付けるという自覚を大切にして作成したい。



サービス等利用計画作成後の事業所内チェック

・計画案の作成

・裏紙へ印刷

・計画相談回覧表記入

計画案作成

計画案検討 ・朝礼時に作成済計画案の

　有無を確認

・グループ内の相談員で内容を確認す

る

・訂正、意見は色ペンで書き入れる

・チェックが終わったら確認者の

　名前の欄に日付を入れて担当者に

　渡す

本印刷
・相談員のチェックを確認する

　計画案の見直しを行い、支援方針

　等、大きな訂正は訂正後に

　管理者（田中）の確認を取る。

・訂正が終わったら本印刷を行う。

計画案社内検討手順書

担当者 行程 社内（担当外相談員）



〇総合支援方針と解決すべき課題、短期目標長期目標がリンクしているかをチェックしている。

〇関係機関との情報の共有のやり方についてと必要性についてどのように記載があるか等を確認する

ことをしている。

〇誤字や脱字などがないか確認し、書類としての基本的な体裁が整っているのか確認している。

〇申請内容や支援量、文章内容が妥当か否か確認し、疑問がある際は記載者に必ず質問するようにし

ている。

〇基本的な文章表現。（一文の長さ、接続語等）

〇希望する生活、援助の方針、長期・短期目標、支援目標の整合性

〇援助の方針などを読み、利用する福祉サービス事業所でおおよそどのような目標を持ち、支援が行

われるのかをイメージすることができるか

〇自分が個別支援計画を立てるつもりで、やるべき方向性が分かりやすく示されているか

〇ご本人や家族の立場で気になる表記や不明な点がないか。前向きな気持ちになるか。

〇本人の状況にあった無理のない目標になっているか

〇理解しやすい表記になっているか

サービス等利用計画チェック時に意識していること（サンクスシェア相談員）

決して十分とは言えないが、複数の目を通すことにより、
責任感をもととともに十分でない計画案の発行リスクを減らしたい。



行政から研修資料として使用依頼を受けたサービス等利用計画



行政から研修資料として使用依頼を受けたサービス等利用計画
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